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生駒市介護保険条例の一部を改正する条例 

 生駒市介護保険条例（平成１２年３月生駒市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第４条中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２

９年度まで」に改め、同条第１号中「２７,４２０円」を「２８，５５０円」に

改め、同条第２号中「２７,４２０円」を「３７，１２０円」に改め、同条第３

号中「４１，１３０円」を「４２，８３０円」に改め、同条第９号中「１０９，

６８０円」を「１３７，０６０円」に改め、同号を同条第１３号とし、同条第８

号中「９５，９７０円」を「９９，９４０円」に改め、同号イ中「部分を除く｡)

」の次に「、次号イ又は第１２号イ」を加え、同号を同条第１０号とし、同号の

次に次の２号を加える。 

(11) 次のいずれかに該当する者 １１４，２２０円 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く｡)又は次号イに該当する者を除

く｡) 

(12) 次のいずれかに該当する者 １２５，６４０円 



ア 合計所得金額が１，２００万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く｡)に該当する者を除く｡) 

第４条第７号中「８２，２６０円」を「９１，３７０円」に改め、同号イ中「

又は次号イ」を「、次号イ、第１１号イ又は第１２号イ」に改め、同号を同条第

９号とし、同条第６号中「６８，５５０円」を「７４，２４０円」に改め、同号

イ中「又は第８号イ」を「、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イ

」に改め、同号を同条第７号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(8) 次のいずれかに該当する者 ８５，６６０円 

ア 合計所得金額が２９０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く｡)、次号イ、第１０号イ、第１

１号イ又は第１２号イに該当する者を除く｡) 

 第４条第５号中「６３，０６０円」を「６８，５３０円」に改め、同号ア中「

１２５万円」を「１２０万円」に改め、同号イ中「第７号イ又は第８号イ」を「

第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イ」に改め、同号を

同条第６号とし、同条第４号中「第３９条第１項第４号」を「第３９条第１項第

５号」に、「５４，８４０円」を「５７，１１０円」に改め、同号を同条第５号

とし、同条第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５１，３９０円 

 第６条第３項中「若しくはハ」を「若しくはニ」に、「又は第６号ロ」を「、



第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロ」に、「同項第１号から第６号まで

」を「同項第１号から第９号まで」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市介護保険条例の規定は、平成２７年度以後の年度分の保険料

について適用し、平成２６年度分までの保険料については、なお従前の例によ

る。 


